
中核機関の機能

②相談

③ネット

ワーク構築

④後見人支

援

①広報

制度を啓発
市民向け講座の実施
相談数を増やす
利用を勧める

制度の説明
家庭裁判所への申立て支援
申立書の作成支援
市長申立ての実施

地域・チームで支える♪
関係機関と連携し、
地域での生活支援
家庭裁判所等と連絡調整

後見人への支援
本人との信頼関係 構築
後見人への報酬助成

中核機関
相談

支援

４つの機能を
マネジメント

ケアマネ

地域

〇本人との信頼関係構
築が難しい
〇低所得で報酬がもら
えない

後見人
（弁護士等）

本人
後見人

報告事項No.2-2



成年後見制度中核機関（広報機能・相談機能）

預金が引き出せない 預金を引き出せる支援へ

家 族

ケアマネ

銀 行病 院

サービス
事業所

民生委員

？どうしていいかわからない？

制度利用につ
ながらない

制度利用を熟考され
ないまま申立て

重大な権利侵害や
本人にとって不利益が生ま
れる。
事後的に，権利侵害になっ
てからの表面化

メリットが実感できない制
度への不満が出る
納得のいかない後見人等報
酬の支払いが生じる

家 族

ケアマネ

銀 行病 院

サービス
事業所

民生委員

相談先の啓発

成年後見制度が必要と言われた 成年後見制度が必要と言われた

相談

日常生活自立支援事業等の
代替制度の利用
必要な支援の検討

相談

権利擁護支援の相談から支援のニーズキャッチを行い
専門的判断

権利擁護支援の相談から支援のニーズキャッチを行い
専門的判断

制度利用促進
本人家族へ十分な説明を行
い，申立て支援を行う。
必要に合わせて市長申立て
を検討

中核機関

守谷市成年後見制度中核機関


